
明
昌
二
年
碑
文

「
太
上
玄
霊
北
斗
本
命
延
生
経
」

に
つ
い
て

山
田

俊

は
じ
め
に

陳
垣
編
『
道
家
金
石
略
』
（
文
物
出
版
社
、
一
九
八
八
年
）
は
、
謬

茎
孫
『
芸
風
堂
拓
片
』
に
依
り
、
金
・
明
昌
二
年
（
一
一
九
一
年
）

の
奥
書
を
持
つ
石
刻
資
料
「
太
上
玄
霊
北
斗
本
命
延
生
経
」
（
以

下
「
明
昌
碑
文
」
と
略
す
）
を
収
め
る
。
『
道
家
金
石
略
』
に
依
れ
ば
、

本
碑
文
は
完
県
（
現
在
の
順
平
県
）
西
北
十
里
白
雲
村
の
玉
皇
廟
に

在
る
と
さ
れ
る
が
、
末
尾
欠
損
の
た
め
、
完
県
に
て
立
石
さ
れ

た
の
か
、
他
処
か
ら
完
県
に
移
さ
れ
た
も
の
な
の
か
は
不
明
で

あ
る
。
こ
の
石
刻
資
料
は
明
確
な
奥
書
を
持
つ
点
で
注
目
さ
れ

る
。
金
朝
期
に
流
布
し
て
い
た
こ
と
の
確
証
が
得
ら
れ
る
道
教

文
献
が
限
ら
れ
て
い
る
中
、
本
資
料
は
明
日
日
二
年
に
斯
か
る
内

容
の
文
献
が
金
朝
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
確
認
で
き

る
か
ら
で
あ
る
。

「
明
昌
碑
文
」
を
巡
る
状
況
を
確
認
し
て
お
く
な
ら
ば
、
『
道
蔵
』

は
本
碑
文
に
該
当
す
る
『
太
上
玄
霊
北
斗
本
命
延
生
真
経
』
無

注
本
と
三
種
の
注
釈
本
を
収
め
、
『
蔵
外
道
書
』
は
別
系
の
無
注

本
を
収
め
る
。
更
に
、
三
浦
国
雄
氏
に
よ
り
、
本
邦
「
若
杉
家

文
書
」
に
南
宋
・
謝
守
瀬
の
校
勘
作
業
を
記
録
す
る
自
「
序
」

を
冠
し
た
写
本
が
伝
来
し
て
い
る
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。

『
太
上
玄
霊
北
斗
本
命
延
生
真
経
』
（
以
下
『
延
生
真
経
』
と
略
す
）
は
、

「
本
命
」
の
概
念
を
軸
に
、
北
斗
・
北
辰
に
対
す
る
信
仰
と
長
生

の
追
及
を
テ

I
マ
と
し
た
短
い
経
典
で
、
多
く
の
道
教
文
献
が

引
用
す
る
。
「
明
昌
碑
文
」
の
存
在
は
、
こ
う
し
た
北
斗
・
北
辰

に
関
す
る
道
教
経
典
が
金
朝
に
於
い
て
歓
迎
さ
れ
て
い
た
一
つ

の
証
左
と
言
え
よ
う
。

今
、
「
明
昌
碑
文
」
と
『
道
蔵
』
諸
本
・
『
外
』
を
比
較
す
る
と
、

細
か
い
文
字
の
異
同
は
見
ら
れ
る
も
の
の
、
経
文
の
文
言
は
基

本
的
に
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
全
体
の
構
成
は
、

「
明
昌
碑
文
」
と
『
道
蔵
』
諸
本
と
で
は
前
後
の
順
が
大
き
く
異

な
る
。
そ
し
て
、
『
外
』
は
構
成
の
点
で
は
「
明
昌
碑
文
」
と
一

致
し
て
い
る
。
本
論
は
こ
の
「
明
昌
碑
文
」
に
就
い
て
の
若
干

の
整
理
を
試
み
る
も
の
で
あ
る
。

qδ 噌’A

一
、
「
明
日
日
碑
文
」
と
『
無
注
』
に
つ
い
て

前
述
し
た
様
に
、
「
明
昌
碑
文
」
は
『
道
蔵
』
諸
本
と
全
体
の

構
成
が
大
き
く
異
な
る
上
に
、
文
字
の
一
部
が
欠
損
し
て
い
る
。

し
か
し
、
諸
本
を
参
照
す
る
こ
と
で
あ
る
程
度
の
復
元
が
可
能

で
あ
る
。
そ
の
復
元
に
基
づ
い
て
内
容
を
概
観
す
る
と
次
の
様

に
な
る
。

太
清
天
の
太
極
宮
に
居
る
大
聖
老
君
が
分
身
し
て
萄
都
に
降



臨
し
、
天
師
道
陵
に
「
北
斗
本
命
経
訣
」
の
教
え
を
伝
授
す
る
。

人
々
が
正
道
に
出
会
え
な
い
理
由
、
輪
廻
か
ら
離
脱
す
る
教
え

等
を
説
き
、
個
々
の
衆
生
の
本
命
の
日
に
正
一
道
士
に
よ
っ
て

斎
醗
を
行
い
北
斗
真
君
の
名
号
を
唱
え
る
こ
と
で
罪
業
は
消
え

る
と
説
く
。
次
に
「
北
斗
真
君
応
験
」
を
紹
介
し
、
家
に
『
北

斗
経
』
を
備
え
る
こ
と
の
功
徳
を
述
べ
る
。
そ
し
て
、
北
斗
に

投
告
し
北
斗
真
君
に
醗
謝
し
、
真
経
を
転
読
す
る
こ
と
で
、
危

厄
は
解
消
さ
れ
る
が
、
こ
う
し
た
功
徳
を
積
ま
な
い
と
天
司
に

よ
っ
て
天
命
が
削
ら
れ
る
と
説
く
。
こ
こ
で
太
上
の
説
法
は
一

旦
終
わ
り
、
天
師
が
こ
の
教
え
を
流
布
さ
せ
る
こ
と
を
誓
願
す

る
。
最
後
に
「
北
斗
呪
」
を
唱
え
て
誓
願
が
終
わ
る
と
、
改
め

て
道
君
が
「
北
斗
命
延
生
経
訣
」
の
功
徳
を
説
き
、
「
大
聖
北
斗

救
苦
神
呪
」
を
紹
介
す
る
。
こ
れ
を
説
き
終
え
、
全
て
の
説
法

を
終
え
た
道
君
は
「
玉
京
」
へ
と
帰
る
。
そ
の
際
に
、
本
経
を

世
上
に
流
布
さ
せ
る
こ
と
を
再
度
確
認
す
る
（
所
謂
「
附
嘱
」
で
あ
る
）
。

「
明
昌
碑
文
」
の
内
容
は
大
凡
以
上
の
様
な
も
の
で
あ
り
、
そ

の
内
容
展
開
に
特
に
不
自
然
さ
は
感
じ
ら
れ
な
い
。

次
に
、
こ
れ
と
大
き
く
構
成
の
異
な
る
『
道
蔵
』
諸
本
だ
が
、
『
無

注
』
を
基
に
確
認
し
て
お
く
な
ら
ば
、
本
命
真
君
の
名
号
を
唱

え
る
こ
と
の
粛
す
功
徳
を
紹
介
し
た
後
、
「
明
昌
碑
文
」
で
は
後

段
に
位
置
す
る
持
経
が
粛
す
功
徳
を
述
べ
る
一
段
が
挿
入
さ
れ
、

そ
の
後
に
再
度
「
明
昌
碑
文
」
と
同
様
に
「
本
命
」
に
関
す
る

記
述
が
続
く
。
文
脈
か
ら
す
れ
ば
、
「
明
昌
碑
文
」
の
様
に
「
本
命
」

に
関
す
る
記
述
が
続
く
方
、
か
一
貫
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
「
南
陵

使
者
｛
）
」
の
一
段
は
『
無
注
』
で
は
唐
突
に
始
ま
る
が
、
「
明
昌

碑
文
」
の
様
に
冒
頭
に
「
是
経
在
処
」
の
文
字
が
あ
る
方
が
分

か
り
易
い
。
又
、
『
無
注
』
で
は
「
凡
有
上
士
於
本
命
生
辰
、
持

此
真
文
者
、
外
伏
魔
精
、
内
安
真
性
、
功
治
水
陸
、
善
及
存
亡
」

の
次
に
、
「
明
昌
碑
文
」
で
は
前
段
に
位
置
す
る
「
悔
過
度
恭
、

漸
登
妙
果
、
重
立
玄
功
、
証
虚
無
道
」
の
匂
が
挿
入
さ
れ
て
お
り
、

文
脈
に
連
続
性
、
か
無
い
。
「
明
昌
碑
文
」
の
最
後
に
見
ら
れ
る
附

嘱
に
相
当
す
る
一
段
は
、
『
無
注
』
で
は
末
尾
よ
り
や
や
前
に
位

置
し
、
「
老
君
説
経
将
畢
、
龍
鶴
天
仙
来
迎
、
還
於
玉
京
」
と
説

法
を
終
え
た
老
君
が
玉
京
に
帰
る
際
に
天
師
が
賛
を
説
い
て
い

る
。
「
賛
」
と
称
さ
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
そ
の
内
容
は
家
に
「
北

斗
経
」
が
備
わ
る
こ
と
の
粛
す
功
徳
で
あ
り
、
こ
れ
は
「
明
昌

碑
文
」
の
様
に
「
北
斗
真
君
応
験
」
と
称
さ
れ
る
方
が
よ
り
相

応
し
い
と
言
え
よ
う
。

以
上
や
や
印
象
的
な
検
証
と
な
っ
た
が
、
全
体
構
成
の
点
で

は
「
明
昌
碑
文
」
の
方
が
よ
り
妥
当
で
は
な
い
か
と
一
先
ず
は

思
わ
れ
る
。
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二
、
諸
本
間
の
文
字
の
異
同

諸
本
間
の
文
字
の
異
聞
に
就
い
て
は
、
『
停
』
に
は
停
洞
真
、
か

日
暗
し
た
別
系
テ
ク
ス
ト
「
一
本
」
と
の
校
勘
が
記
録
さ
れ
て

い
る
。
又
、
『
若
』
の
謝
守
瀬
「
序
」
に
は
、
南
宋
当
時
既
に
字



句に混乱の生じていた『延生真経』（謝は「旧本」と称す）

をより古いテクスト（謝はこれを「古本」と称す）に基づい

て行った校訂作業が記されている。これらを併せて検

討しておく。

全体的に見れば、『道蔵』所収三注釈の本文は『無注』

と一致し、これら四種は同系である。又、「明昌碑文」

と『外』は全体の構成が一致している点で同系と一言守える。

しかし、それぞれ同系内で文字が完全に一致している

かと言えば、それ程単純でもない。注意すべき異同を

示すと次の様になる。

．．．．．．．． 

碑文自層重量府量書産重毒喜事毒宮

．．．．．．．． 

豊富＝1臨時 告

．．．．．．．． 

俗居 訴謹 府苛陰 宣威界＝ 北辰在象 騨多巧詐 車狭 極太 無在

．．．．．． 
所誼勾信宣前北 夷域太喜 侍

本

．．．．．．．． 謝

信事府量量皇産室喜主童書宮 I! 
本｜日

こ
れ
ら
を
見
る
と
、
謝
「
序
」
が
指
摘
す
る
「
旧
本
」
の
多

く
は
『
外
』
と
一
致
す
る
が
、
し
か
し
、
『
外
』
が
「
旧
本
」
そ

の
も
の
で
あ
る
と
は
断
言
出
来
な
い
。
例
え
ば
、
三
旦
威
科
戒
」
「
所

訴
」
等
は
『
外
』
よ
り
も
「
明
昌
碑
文
」
と
一
致
す
る
と
す
べ

き
で
あ
ろ
う
。
即
ち
、
「
明
日
目
碑
文
」
は
構
成
の
点
で
は
『
外
』

と
同
系
で
は
あ
る
も
の
の
、
文
字
の
異
同
の
点
で
は
、
『
道
蔵
』

諸
本
及
び
「
一
本
」
「
旧
本
」
と
併
せ
て
、
様
々
な
バ
リ
エ
ー
シ
ョ

ン
の
一
つ
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

次
に
、
「
明
日
目
碑
文
」
の
文
句
に
就
い
て
具
体
的
に
見
て
お
く
。

「
修
斎
設
醗
、
啓
祝
、
北
斗
三
官
五
帝
九
府
四
司
1
」
の
個
所
は
、

『
道
門
科
範
大
全
集
』
巻
五
十
九
に
「
太
上
老
君
言
、
凡
人
性
命

五
体
i
」
と
ほ
ぼ
同
文
が
見
ら
れ
、
特
に
『
道
門
科
範
大
全
集
』

の
「
降
日
為
本
命
限
期
、
可
以
種
種
香
花
、
時
新
五
果
、
法
天

像
地
、
請
正
一
道
士
、
或
於
宮
観
、
或
在
家
庭
、
修
斎
設
醗
啓
祝
」

の
個
所
は
「
明
昌
碑
文
」
『
外
』
の
内
容
に
近
い
。

「
五
口
科
善
教
、
請
正
一
道
士
一
人
或
一
、
或
二
、
或
三
、
或
五
、

或
七
」
の
句
は
『
道
蔵
』
諸
本
に
は
見
ら
れ
な
い
が
、
『
太
上
洞

神
天
公
消
魔
護
国
経
』
巻
下
に
「
老
君
日
、
：
：
：
請
正
二
二
洞

法
師
、
或
一
、
或
二
、
或
三
、
或
五
、
或
七
人
、
随
力
建
功
、

転
諦
此
経
、
修
斎
行
道
、
福
徳
立
降
、
消
諸
不
祥
」
と
見
ら
れ
、
『
同
』

巻
中
に
も
「
請
正
二
二
洞
法
師
、
或
三
人
五
人
七
人
、
或
一
日

或
三
日
、
以
時
新
五
果
：
：
：
」
と
類
似
の
文
が
見
ら
れ
る
。

「
北
辰
垂
象
」
の
句
を
『
外
』
は
「
北
辰
在
象
」
と
し
、
謝
「
序
」
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は
そ
れ
を
「
旧
本
」
の
誤
り
と
指
摘
す
る
が
、
客
全
真
・
林
霊

真
（
共
に
十
二
世
紀
の
人
物
）
等
に
よ
る
『
霊
宝
領
教
済
度
金
書
』

巻
二
百
十
九
は
「
臣
等
謹
按
経
一
五
、
北
辰
在
上
而
衆
星
挟
之
」

と
引
き
、
『
道
法
会
元
』
巻
三
十
も
「
臣
聞
、
北
辰
在
上
、
為
造

化
之
枢
機
」
と
引
い
て
い
る
。

「
明
昌
碑
文
」
の
「
呪
日
、
天
霊
節
栄
、
確
保
口
長
j
」
の
句

は
『
道
蔵
』
諸
本
に
は
見
ら
れ
な
い
が
、
『
徐
』
註
が
「
祝
日
、

天
霊
節
栄
、
願
保
長
生
、
太
玄
之
一
、
守
其
真
形
、
五
臓
神
君
、

各
保
安
寧
、
急
急
知
律
令
」
と
述
べ
、
元
末
明
初
の
『
道
法
会
元
』

に
「
天
霊
節
栄
、
願
保
長
生
、
太
玄
之
一
、
守
護
真
形
、
五
臓

神
君
、
各
保
安
寧
、
急
急
知
律
令
」
と
類
似
の
文
が
見
ら
れ
る
。

「
明
昌
碑
文
」
『
外
』
の
み
に
見
ら
れ
る
「
三
台
生
我
来
、
三

台
養
我
来
、
三
台
護
我
来
」
の
句
は
、
宋
代
後
半
の
撰
と
推
測

さ
れ
る
『
上
清
天
枢
院
回
車
畢
道
正
法
』
巻
上
に
「
三
台
生
我
来
、

三
台
養
我
来
、
三
台
護
我
来
」
と
見
ら
町
明
の
『
法
海
遺
珠
』

に
「
三
台
生
我
来
、
三
台
養
我
来
、
三
台
護
我
来
。
急
急
知
律
令
」

と
見
ら
れ
る
。

「
明
昌
碑
文
」
『
外
』
の
「
修
崇
、
可
以
酌
水
」
の
句
は
、
『
道
蔵
』

諸
本
で
は
「
修
崇
、
能
酌
水
」
と
あ
る
が
、
『
霊
宝
領
教
済
度
金
書
』

巻
二
百
二
十
に
「
臣
等
按
経
云
、
可
以
酌
水
献
花
j
」
と
見
ら

れ
る
。「

隔
居
」
は
『
外
』
及
び
『
道
蔵
』
諸
本
が
「
俗
居
」
と
し
、

謝
「
序
」
は
「
隔
居
」
を
「
旧
本
」
の
誤
り
と
指
摘
す
る
が
、
『
上

清
天
枢
院
回
車
畢
道
正
法
』
に
は
「
隔
居
小
人
、
好
道
求
真
j
」

と
見
ら
れ
る
。

「
持
此
真
怨
」
を
『
外
』
は
「
持
此
真
経
」
と
し
、
『
道
蔵
』

諸
本
に
は
こ
の
句
は
な
い
。
又
、
「
立
罪
」
を
『
外
』
及
び
『
道
蔵
』

諸
本
は
「
章
醸
」
と
す
る
。
こ
れ
ら
は
『
霊
宝
領
教
済
度
金
書
』

巻
二
百
二
十
一
に
「
臣
等
謹
抜
経
云
、
本
命
限
期
、
可
以
消
災

機
罪
、
請
福
延
生
。
持
此
真
怨
、
随
力
立
罪
、
福
徳
増
崇
」
と

見
ら
れ
る
。

更
に
、
「
明
昌
碑
文
」
が
「
大
聖
北
口
救
口
口
口
」
と
題
し
て

述
べ
る
一
段
は
、
『
道
門
科
範
大
全
集
』
が
「
持
大
聖
北
斗
救
苦

神
呪
」
と
題
し
て
載
せ
る
「
大
聖
北
斗
七
元
君
、
能
解
三
災
厄
。

大
聖
北
斗
七
元
君
、
能
解
四
殺
厄
O
i
－
－
－
大
聖
北
斗
七
元
君
、

能
解
万
兵
厄
。
奉
請
七
元
君
、
大
聖
善
通
霊
、
済
度
諸
厄
難
、

超
出
苦
衆
生
。
若
有
急
告
者
、
持
諦
保
安
寧
、
尽
窓
生
百
福
、

威
契
於
五
星
、
三
魂
得
安
健
、
邪
魅
永
能
停
。
五
方
降
真
気
、

万
福
自
来
並
、
長
生
超
八
難
、
皆
由
奉
七
星
。
生
生
身
自
在
、

世
世
保
神
清
、
善
似
光
中
影
、
応
知
谷
裏
声
。
三
元
神
共
護
、

万
聖
眼
同
明
、
無
災
亦
無
障
、
永
保
道
心
寧
」
と
ほ
ぼ
完
全
に

一
致
し
て
い
る
。
こ
の
一
段
は
『
道
蔵
』
諸
本
で
は
「
大
聖
北

斗
解
厄
応
験
」
と
題
さ
れ
、
謝
「
序
」
は
「
j
神
呪
」
を
「
旧
本
」

の
誤
り
と
指
摘
す
る
の
だ
が
、
『
道
門
科
範
大
全
集
』
の
引
用
か

ら
、
「
明
日
目
碑
文
」
と
同
様
に
「
j
神
呪
」
と
題
す
る
テ
ク
ス
ト

が
流
布
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

n
h
u
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こ
れ
等
の
状
況
か
ら
窺
え
る
こ
と
は
、
宋
i
明
の
時
期
に
在
っ

て
『
延
生
真
経
』
を
引
用
す
る
文
献
に
は
「
明
日
目
碑
文
」
『
外
』

と
一
致
す
る
文
句
を
引
用
す
る
も
の
が
少
な
か
ら
ず
有
っ
た
と

い
う
こ
と
で
あ
り
、
謝
守
瀬
の
校
訂
作
業
の
後
も
、
依
然
と
し

て
「
旧
本
」
相
当
テ
ク
ス
ト
、
即
ち
「
明
日
目
碑
文
」
相
当
テ
ク

ス
ト
が
流
通
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
の
で
あ
る
。
更
に
留
意

す
べ
き
は
、
「
隔
居
」
「
持
此
真
怨
」
「
立
罪
」
等
は
『
外
』
と
「
道

蔵
』
諸
本
と
一
致
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
『
外
』
も
ま
た
後
世
の

整
理
の
手
が
加
わ
っ
て
い
る
可
能
性
が
残
る
点
で
あ
る
。

無
論
、
「
明
昌
碑
文
」
の
字
句
に
問
題
が
無
い
訳
で
は
な
い
。

例
え
ば
、
「
明
昌
碑
文
」
『
外
』
に
見
ら
れ
る
神
格
の
名
称
表
記

に
は
ぶ
れ
が
有
り
、
『
無
注
L

で
は
「
太
上
老
君
」
「
老
君
」
「
天
師
」

と
整
理
さ
れ
て
い
る
。
又
、
「
明
昌
碑
文
」
に
見
ら
れ
る
「
真
形

名
号
」
の
語
は
、
文
脈
か
ら
す
れ
ば
「
無
注
』
の
「
亘
（
君
名
号
」

と
有
る
方
が
如
何
に
も
相
応
し
い
。

三
、
「
若
』
に
つ
い
て

次
に
改
め
て
「
若
』
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た
い
。
謝
「
序
」

に
依
れ
ば
、
北
宋
・
政
和

1
官
一
和
年
問
、
南
宋
・
孝
宗
時
期
の

二
度
に
及
ぶ
杜
撰
な
校
訂
作
業
の
結
果
、
テ
ク
ス
ト
は
却
っ
て

乱
れ
て
し
ま
い
、
謝
は
そ
の
乱
れ
た
「
旧
本
」
を
「
古
本
」
に

基
づ
い
て
正
し
た
と
さ
れ
る
。

そ
の
「
謝
序
」
の
内
容
だ
が
、
全
体
の
構
成
に
関
し
て
次
の

様
に
述
べ
て
い
る
。

知
初
説
北
斗
真
君
応
験
、
謂
能
解
三
宍
四
紫
等
二
十
四
種

厄
、
也
却
錯
綴
於
巻
後
。
至
老
君
説
経
将
畢
、
天
師
誓
願

流
行
、
乃
讃
此
経
功
、
謂
「
家
有
北
斗
経
」
当
獲
「
本
命

降
真
霊
」
等
一
十
五
吉
祥
、
也
乃
錯
綴
於
未
曾
説
経
之
前
。

今
各
復
其
所
。

「
旧
本
」
で
は
、
「
能
解
三
宍
四
崎
市
等
二
十
四
種
厄
」
を
説
く
「
北

斗
真
君
応
験
」
が
誤
っ
て
後
置
さ
れ
、
「
老
君
」
が
説
教
を
終
え

た
時
点
で
「
天
師
」
が
説
い
た
「
讃
」
が
誤
っ
て
前
置
さ
れ
て

い
る
と
見
ら
れ
る
。
こ
の
前
後
倒
置
の
状
況
は
上
述
し
た
「
明

昌
碑
文
」
『
外
』
と
『
道
蔵
』
諸
本
と
の
違
い
に
相
当
す
る
も
の

だ
が
、
『
道
蔵
』
諸
本
相
当
の
順
が
何
故
正
し
い
の
か
の
説
明
は

な
く
、
単
に
「
古
本
」
に
従
っ
た
か
の
様
で
あ
る
。
又
、
そ
の

他
の
順
の
入
れ
替
わ
り
に
就
い
て
は
言
及
し
て
い
な
い
。

次
に
、
字
句
の
異
同
に
関
す
る
記
述
、
た
が
、
「
旧
本
」
の
字
句

が
誤
り
で
あ
る
こ
と
に
就
い
て
、
謝
は
努
め
て
論
理
的
に
説
明

し
よ
う
と
し
て
い
る
。
例
え
ば
、

又
将
経
中
「
老
君
日
」
、
尽
改
為
「
道
言
」
、
殊
不
知
、
太

上
道
君
所
説
、
多
称
「
道
一
一
一
口
」
、
如
上
清
部
中
経
及
霊
宝
経

所
載
、
是
也
。
太
清
部
中
、
如
天
童
経
則
称
「
太
上
日
」
、

清
静
経
則
称
「
老
君
日
」
而
己
。
応
老
君
所
説
、
未
有
称
「
道

言
」
者
、
其
改
「
老
君
説
経
将
畢
」
為
「
道
言
説
経
将
畢
」
、

尤
為
非
理
。

月
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「
太
上
道
君
」
の
所
説
を
「
道
言
」
と
称
す
る
こ
と
は
有
っ
て
も
、

「
老
君
」
の
所
説
を
「
道
一
言
」
と
称
す
る
こ
と
は
道
教
文
献
に
は

見
ら
れ
な
い
た
め
、
「
旧
本
」
の
「
道
」
は
「
老
君
」
と
訂
正
さ

れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
す
る
。
又
、

又
改
「
本
命
真
宮
」
為
「
本
命
真
聖
」
、
改
「
真
君
名
号
」

為
「
真
形
名
号
」
。
：
：
：
能
持
念
者
、
真
君
名
号
也
。
若
真

形
則
頂
礼
恭
敬
而
己
。
不
可
持
念
也
。

「
持
念
」
、
即
ち
読
み
上
げ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
た
め
に
は
「
真

君
の
名
号
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
「
旧
本
」
の
「
真
形
名
号
」

は
誤
り
で
あ
る
と
し
、
又
、

又
如
「
請
正
一
道
士
」
等
語
、
亦
後
人
増
広
耳
。
当
老
君

下
萄
時
、
初
以
正
一
授
天
師
。
元
未
有
正
一
道
士
也
。
応

経
中
有
霞
易
増
添
不
協
理
者
。

本
経
は
「
正
ご
の
教
え
を
「
天
師
」
に
伝
授
し
た
・
も
の
で
あ
り
、

そ
の
当
時
は
「
正
一
道
士
」
は
存
在
し
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
「
旧

本
」
の
「
請
正
一
道
士
」
等
の
語
句
は
後
人
が
増
補
し
た
も
の

と
す
る
。

こ
れ
ら
の
見
解
は
何
れ
も
根
拠
を
示
し
た
上
で
の
訂
正
で
あ

り
、
な
か
な
か
に
論
理
的
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
は
、
「
明

昌
碑
文
」
『
外
』
と
『
道
蔵
』
諸
本
と
の
違
い
に
ほ
ぼ
該
当
す
る

も
の
で
あ
る
。

結
語

『
本
命
延
生
経
』
は
、
天
界
の
「
大
聖
老
君
」
が
慈
悲
の
心
か

ら
衆
生
救
済
の
た
め
に
降
臨
し
、
「
天
師
道
陵
」
を
相
手
に
説
法

を
し
、
説
法
を
終
え
再
び
天
界
に
戻
る
際
に
「
天
師
道
陵
」
に

経
典
の
流
布
を
「
附
嘱
」
す
る
と
い
う
内
容
で
あ
る
。
首
尾
の

形
式
が
整
っ
た
一
巻
と
い
う
短
い
経
典
の
流
通
が
常
態
化
す
る

の
は
六
朝
以
降
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
又
、
「
八
難
」
に
苦
し
む
衆

生
が
自
身
が
属
す
る
「
本
命
」
の
「
元
君
」
と
『
北
斗
経
』
の

神
秘
的
力
に
依
っ
て
救
済
へ
と
導
か
れ
る
と
い
う
、
経
典
と
神

格
に
よ
る
救
済
は
、
衆
生
自
身
の
本
来
性
に
基
づ
く
得
道
と
は

次
元
が
異
な
る
発
想
で
あ
る
恥
そ
の
意
味
で
本
経
は
六
朝
期
の

道
典
に
極
め
て
類
似
し
、
道
教
経
典
と
し
て
は
古
い
タ
イ
プ
の

形
式
と
内
容
が
継
承
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
が
本

経
の
撰
述
時
期
を
六
朝

1
唐
に
限
定
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
は

言
う
ま
で
も
な
い
。

謝
守
瀬
、
か
参
照
し
た
と
い
う
「
古
本
」
の
実
像
は
不
明
で
あ
る
。

状
況
証
拠
的
に
は
、
「
古
本
」
を
参
照
し
て
「
旧
本
」
の
誤
り
を

正
し
た
結
果
が
現
行
『
道
蔵
』
諸
本
の
基
礎
資
料
と
し
て
継
承

さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
だ
が
、
謝
の
校
訂
作
業
が
合
理
的
思

考
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
「
古
本
」
を
完

全
に
復
元
し
た
と
言
う
よ
り
は
、
「
古
本
」
は
参
照
資
料
に
留
め

て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
「
古
本
」
に
も
見
ら
れ

た
で
あ
ろ
う
非
合
理
的
な
表
現
、
或
は
謝
の
理
解
す
る
道
教
史
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と
合
致
し
な
い
字
句
等
に
就
い
て
は
敢
え
て
参
照
し
な
か
っ
た

の
で
は
な
い
か
。
謝
の
校
訂
作
業
の
後
も
「
明
昌
碑
文
」
『
外
』

相
当
経
文
が
引
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
「
旧
本
」
が
一
掃
さ
れ

た
訳
で
は
な
い
こ
と
を
示
し
、
「
古
本
」
の
全
体
像
を
確
認
出
来

な
い
現
在
、
当
時
の
状
況
を
窺
う
こ
と
の
出
来
る
史
料
と
し
て

「
明
昌
碑
文
」
は
大
き
な
意
味
を
持
つ
も
の
と
言
え
よ
う
。

金
朝
初
・
中
期
の
道
教
研
究
は
、
伝
世
文
献
資
料
の
み
の
使

用
で
は
限
界
に
来
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
中
国
で
は
石
刻
資
料

等
が
積
極
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
自
体
は
歓
迎
す
べ
き

で
は
あ
る
が
、
石
刻
資
料
は
極
め
て
個
別
・
断
片
的
で
あ
る
た
め
、

伝
世
文
献
資
料
と
の
周
到
織
密
な
突
合
せ
な
く
し
て
は
、
そ
の

背
景
を
理
解
す
る
の
は
困
難
で
あ
る
。
そ
れ
を
顕
著
に
示
し
て

い
る
点
で
も
「
明
日
日
碑
文
」
は
重
要
と
言
え
よ
う
。

（注）
（l
）
『
道
蔵
』
は
『
太
上
玄
霊
北
斗
本
命
延
生
真
経
』
（
以
下
『
無
注
』
と
略
す
）
、

徐
道
齢
集
註
『
太
上
玄
霊
北
斗
本
命
延
生
真
経
註
』
（
以
下
『
徐
』
と
略
す
）
、

陛
桐
山
玄
元
真
人
註
解
『
太
上
玄
霊
北
斗
本
命
延
生
真
経
註
解
』
（
以
下

『
睦
』
と
略
す
）
、
博
洞
真
註
『
太
上
玄
霊
北
斗
本
命
延
生
経
註
』
（
以
下
『
惇
』

と
略
す
）
を
収
め
、
『
蔵
外
道
書
』
は
『
太
上
玄
霊
北
斗
本
命
延
生
真
経
』

（
『
蔵
外
道
書
』
第
三
冊
所
収
。
以
下
「
外
』
と
略
す
）
を
収
め
る
。
「
若

杉
家
文
書
」
所
伝
（
以
下
『
若
』
と
略
す
）
に
就
い
て
は
、
三
浦
国
雄
「
若

杉
家
本
『
北
斗
本
命
延
生
経
』
に
つ
い
て
し
（
『
東
方
宗
教
』
一
二
三
号
、

二
O
一
四
年
）
を
参
照
。
『
道
蔵
』
諸
本
に
就
い
て
、
請
登
福
「
『
太
上
玄

霊
宝
北
斗
本
命
延
生
真
経
』
探
述
」
（
『
宗
教
学
研
究
』
一
九
九
七
年
第
三

期
）
は
、
『
無
注
』
を
後
漢
、
『
徐
』
を
一
克
代
、
『
畦
』
を
唐
代
、
『
惇
』
を

宋
代
の
撰
と
推
測
す
る
。
鄭
志
明
「
『
太
上
玄
霊
宝
北
斗
本
命
延
生
真
経
』

的
星
斗
崇
拝
」
（
潜
崇
賢
・
梁
発
主
編
『
道
教
与
星
斗
信
仰
』
所
収
。
斉

魯
書
社
、
二

O
一
四
年
）
は
、
「
無
注
」
を
唐
代
ま
で
の
撰
、
『
徐
』
を
元

代
、
『
畦
』
を
元
1
明
代
、
『
博
』
を
五
代
1
北
宋
の
撰
と
推
測
す
る
。
三

浦
論
文
は
、
『
徐
』
は
元
代
の
撰
、
『
停
』
『
嵯
』
は
南
宋
以
降
の
撰
で
あ

ろ
う
と
し
た
上
で
、
「
惇
』
↓
『
徐
』
↓
『
睦
』
と
い
う
順
を
想
定
す
る
。

『
惇
』
注
文
に
は
「
天
心
正
法
駆
邪
」
の
語
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
北
宋

を
さ
ほ
ど
遡
る
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
文
、
『
延
生
神
経
』
の
日
本

に
於
け
る
受
容
に
就
い
て
は
、
坂
出
祥
神
・
増
尾
伸
一
郎
「
中
世
日
本
の

神
道
と
道
教
吉
田
神
道
に
お
け
る
「
太
上
玄
霊
北
斗
本
命
延
生
真
経
の

受
容
」
（
酒
井
忠
夫
・
福
井
文
雅
・
山
田
利
明
編
『
日
本
・
中
国
の
宗

教
文
化
の
研
究
』
、
平
河
出
版
社
、
一
九
九
一
年
）
を
参
照
。

（2
）
例
え
ば
、
社
光
庭
剛
定
・
仲
励
編
と
さ
れ
る
『
道
門
科
範
大
全
集
』
、
南
宋
・

呂
太
古
編
『
道
門
通
教
必
用
集
』
、
南
宋
か
ら
元
の
林
霊
真
の
編
集
を
承

け
て
明
代
に
編
纂
さ
れ
た
と
思
し
き
『
霊
宝
領
教
済
度
金
書
』
、
一
元
末
明

初
に
超
宜
真
に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ
た
『
道
法
会
元
』
等
が
本
経
を
引
用
す

る
。
特
に
『
道
門
科
範
大
全
集
』
巻
五
十
五

1
六
十
二
、
『
霊
宝
領
教
済

度
金
書
』
巻
二
百
十
九
1
二
百
二
十
一
は
「
北
斗
」
に
集
中
的
に
言
及
し
、

本
経
を
度
々
引
用
し
て
い
る
。
詳
細
は
上
記
「
道
教
与
星
斗
信
仰
』
所
収

諸
論
、
及
び
三
浦
論
文
を
参
照
。

Q
d
 

唱
E
A



（3
）
一
一
一
浦
論
文
は
、
謝
守
顧
の
校
訂
作
業
の
一
つ
と
し
て
、
「
『
家
有
北
斗
経
』

十
五
連
句
《
前
》
と
解
厄
二
十
四
連
句
《
後
》
の
誤
置
の
入
れ
替
え
」

の
み
に
言
及
す
る
が
、
全
体
の
構
成
の
違
い
は
こ
れ
に
留
ま
る
も
の
で

は
な
い
。

4 

自尚
妖F 「

巨曹
就黒

主受
は

量昇
家一
会 の
右何
略れ
6 注

及 z局
L主物
云 を
J田三A
三Jよ 百岡
H岡五杢

芝E
悠寛
1ス4どで
しザあ
む q
そそ

（5
）
『
道
門
科
範
大
全
集
』
は
五
代
・
杜
光
庭
の
整
理
を
基
に
、
南
宋
或
は
明

の
人
物
・
仲
励
に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ
た
と
さ
れ
る
。
任
継
愈
『
道
蔵
提
要

一
九
九
五
年
）
は
明
・
成
祖
以

降
の
著
述
が
含
ま
れ
て
い
る
と
し
ず
－
c
o
o）
、
そ
れ
を
踏
ま
え
、
周
西
波

『
杜
光
庭
道
教
儀
範
之
研
究
』
（
新
文
豊
出
版
公
司
、
二

O
O三
年
）
は
全

（
修
訂
本
）
』
（
中
国
社
会
科
学
出
版
社
、

体
と
し
て
杜
光
庭
の
分
類
編
纂
の
体
裁
と
合
致
し
な
い
点
か
ら
、
「
社
光

庭
剛
定
L

と
記
さ
れ
て
い
る
巻
に
就
い
て
も
そ
の
杜
光
庭
の
関
与
を
疑
問

視
す
る
（
℃
℃
・
な

l
B）
、
一
方
、
孫
亦
平
『
杜
光
庭
評
伝
』
（
南
京
大

学
出
版
社
、
三

O
O五
年
）
は
「
杜
光
庭
耐
定
L

と
記
さ
れ
て
い
る
部
分

は
杜
光
庭
の
著
述
と
見
倣
し
得
る
と
す
る
（
七
－
C
3
0

（6
）
本
文
献
の
提
述
時
期
は
不
明
で
あ
る
。

（7
）
本
文
献
の
撰
述
時
期
を
町
宮

opZEM仲
害
時
hr
申
告
の
仲
2
5
5
5
F
R

道
蔵
通
考
同

JZ凶

JSSHEき
f
k曲目
5
5
Q
N
E
S
Bミ。ミミト一

U
Q
O
N
ミ
pm
・－
g
d
E
4
0円
色
々
え
の
E
g
m
。p・0回国
w
N
C
C
品
は
「
恐
ら
く
は

宋
代
後
半
」
（
℃
・
円
｛
〕
O
∞
）
と
推
測
す
る
。

（8
）
し
か
し
、
『
霊
宝
領
教
済
度
金
書
』
が
「
臣
等
謹
按
経
云
、
於
是
真
形
名
号
、

不
可
得
聞
」
と
「
明
昌
碑
文
」
と
同
文
を
引
用
す
る
例
も
確
認
出
来
る
。

（9
）
拙
著
『
唐
初
道
教
思
想
史
研
究
｜
『
太
玄
真
一
本
際
経
』
の
成
立
と
思
想

』
（
平
楽
寺
書
店
、

一
九
九
九
年
）
を
参
照
。
前
掲
鄭
氏
論
考
も
「
此

経
述
太
上
老
君
向
天
師
授
道
、
是
六
朝
正
一
経
常
見
的
格
式
」
（
℃
・
0ω

。

注
①
）
と
述
べ
た
上
で
、
「
其
成
書
時
間
大
約
不
晩
於
唐
代
」
（
同
）
と
撰

述
時
期
を
唐
以
前
と
推
測
す
る
の
も
、
同
様
の
理
解
に
立
つ
も
の
と
思
わ

れ
る
。

（
叩
）
六
朝
1
唐
の
道
教
文
献
に
見
ら
れ
る
「
八
難
」
に
就
い
て
は
、
拙
稿
「
六

朝
か
ら
唐
の
道
教
文
献
に
見
ら
れ
る
夷
狭
と
外
道
」
（
麦
谷
邦
夫
編
『
三

教
交
渉
論
叢
』
所
収
。
道
気
社
、
二

O
O五
年
）
を
参
照
。

（
日
）
こ
の
点
は
、
例
え
ば
『
惇
』
が
北
斗
・
北
辰
信
仰
と
本
命
の
概
念
を
軸

と
し
た
天
人
相
関
を
基
礎
と
し
つ
つ
も
、
そ
れ
を
北
斗
の
神
の
存
思
・

内
観
と
解
釈
し
た
上
で
、
「
性
相
之
根
本
、
登
真
之
門
戸
」
、
「
大
定
之
便
門
」

-20-

と
総
括
し
、
衆
生
自
身
の
問
題
と
関
連
付
け
て
い
る
の
と
は
大
き
く
異

な
る
。

※
本
論
は
、
平
成
二
十
八

i
三
十
年
度
科
研
費
「
金
朝
初
・
中
期
道
家
道
教
思

想
の
解
明
」
（
課
題
番
号
一

5
5
N－
印

ω）
の
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

※
本
論
脱
稿
の
後
、
李
建
徳
「
『
北
斗
経
』
注
本
之
生
命
哲
学
探
析
｜
上
」
（
『
武

廟
』
十
二
。
二

O
一
七
年
）
が
刊
行
さ
れ
た
。
李
氏
は
『
侍
』
を
北
宋
1
南

宋
初
の
撰
、
『
徐
』
は
一
三
三
四
年
に
完
成
し
た
後
も
加
筆
さ
れ
、
「
腔
』
は

宋
代
の
撰
と
す
る
（
℃
℃
コ

1

－C）。


